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現 代のわが 国の豊か さは,そ の一面が食生活に最 も鮮 明に見 られ る。 さま ざまな食 品が安価に大量生産 ・

供給 され,さ らに レス トランや 家庭 で各国料理 の多彩なバ リエーシ ョンを楽 しむ ことが できるほ ど食の国際

化 も始 まっている。 しか しこの ような傾向が,わ が 国の伝統的醸 造食品の消費の停滞を惹 き起 こし,業 界の

将来に対 して悲観的 な ムー ドを もた らしてい ることも事実で ある。 ここで執筆の機会をいた だいたので,わ

が国の醸造業 の振興 に対 していささか私見を申 し述ベ ることにす る。

食品 の大量 生産 の時 代では,画 一的 な品質の製品が消費者に供給 され る恐れが存在 してい る。 それに対 し

て,消 費者 は自然 の材料か ら料理 を作る代 りに,メ ーカーの食 品を幅広 く選 択で きる自由度 を要求す る よう

になる。 そこで メーカーや 流通業 者はでき るだけ多種類 の製品を供給 せねばな らな くなる。 あるいは消費者

は,そ れ ぞれ の嗜 好に合 った料理 や酒類を作 ることがで きる よ う な 融通の効 く万能素材食 品を要求 して く

る。一方 メーカーが伝統的 な風味で もって消費者に ア ピール しよ うとす るのであれば,他 を寄 せつけない高

品質 で勝 負しなければ ならない。

伝統的醸造食 品につ いて もう少 し考えてみ ると,そ れ ぞれ の地域 ・風土 の特殊性を基盤 に して造 られ る高

品質 の特産 品が もっ と数 多 く存在 して よいはずであ る。それぞれ の地域の特徴 の生 きてい る,し か も高品質

の風 味を もった多彩 な醸造 特産物 が容易に楽 しめ るとい うことは,消 費者の新 しい食文化的 満足であ る。伝

統 技術の育成 と醸造業 の不断の発展を願 うな らば,大 量供給 を得意 とす る大 メーカーと,地 域 ・風土を基盤

としてきめ細 かい手作 りを身上 とす る中小 メー カーとは,ラ イバルであ るよ りも良 きパ ー トナー として共存

共栄 できる道 を模索 しなけれ ばな らない。何 よ りもこの こ とを,消 費者は望んでい るに違い ない。

食 品の供給 ・流通 はす でに世界化 してい る,食 文化の 国際交 流時代が到来 してい ると,文 化 人類学者は現

代の食 生活 を意義 づけ ている。 世界が近 くな ったために,民 族 同士が食文化の多様性を知 り,お 互いの価値

体系を理解 し始 めて いる。 いささか楽天的 と言われ るか も しれ ないが,醤 油や 日本酒 な どの伝統的醸造食品

の世界化 時代は必ず くる と思 う。 しか し特定の食品や料理 が普 及す るにつれて需要が多 くなるため,そ れ ら

の品質 の低下 は避け られな くな る。安物の 日本食が普及 しないために,さ らに 日本料理 の典 型を生か し続け

るた めに,伝 統食 品の品質 を高度 に維持す るよう努力せねば な らない と思 う。

か な り前か ら,わ が国独 特の醸 造食品について無視で きない ほ どの誤解 が生 じてい る。 その代表 は 日本酒

につい てであろ う。 日本酒は糖 尿病に悪い とか,肥 満化 の元 凶である とか,二 日酔いす るとか,酔 いざめが

悪 いとか等 々である。 そ こで代表 的な アル コール飲料につ いての医学的及び社会学的功罪を専 門家に依頼 し

て深 く研 究してみ ては如何 であろ うか。 この ことは,将 来先進 国共通 の悩み とな るであ ろ うアル コール中毒

の問題 に対 して も有用 な知見 を提供す る ように思われ る。

伝統的醸造技術 の振興 の重 要性 は申す まで もない。そ の振興 の具体策の一つ として は,特 に中小 メーカー

へ の長 期にわ た る技術研究補助金制度を設けて醸造技術 の高度 化及び多様化を推進 しては如 何であろ うか。

そ して国税庁醸造試験所や 農林省食品総合研究所,各 地方 自治体試験所,あ るい は大学 あた りが指導 もし く

は共同研 究されて,地 域の伝統工 芸 ・文化財 とも見 なされ る醸造 品の殖産に貢献 されたい。 特に 日本酒につ

いては,各 地域での酒造好適米の育成 と増産,低 アルコール酒や食前酒 ・食間 酒 ・食 後酒の開発な どは業界

の活 力 と魅 力をもた らす ことになるのではないか。人材 の養 成 と確保 も緊急性 の高い 問題であろ う。杜馬の

年 間雇用 制度 の確 立や他の伝統工芸分野 と同様 に無形 文化 財な どとして指定す る とい う課題は,す でに識者

に よって提起 され てい る。
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